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当専⾨会合における今後の検討の進め⽅について（案）

消費者団体等からのヒアリング
事業者からのヒアリング 取りまとめ

経過措置適⽤区域指定等基準※
等の検討

※必要に応じて、事後監視の在り⽅、
基準を満たすために必要となる競争
促進策（卸売市場、⼩売市場）
の検討を含む。

各地域ごとの競争評価
（経過措置適⽤区域指定等基準
を各地域へ適⽤）

※注 経過措置適⽤区域指定等基準や競争評価に当たっては、産業組織論に基づくシミュレーションを活⽤することによって、可能な限り、具体的、
定量的に検討を⾏うこととする。

検討スケジュール 来春⽬途

 当専⾨会合において、今後、経過措置適⽤区域指定等基準の検討、各供給地域に関する競争評価の実施等
を進めるにあたって、まずは、経過措置料⾦規制の撤廃によって影響を受けることも想定される消費者などの需要
家の実態を丁寧に把握することが重要となる。このため、需要家の問題意識、同規制の撤廃に向けた課題の有無
等について消費者団体のご意⾒を伺うこととしてはどうか。

 また、規制の撤廃に当たっては、各地域の旧⼀般電気事業者と新規参⼊者等との間での適正な競争が確保され
ることを通じて、電気料⾦を不当に値上げすることが困難となることが必要である。このため、低圧部⾨における競
争の現況や今後の⾒通しについて、低圧部⾨の競争者のご意⾒を伺うこととしてはどうか。

 その後、経過措置適⽤区域指定等基準やこれに関連する論点について検討を⾏うこととしてはどうか。


